
★ 会見事項

小山町定例記者会見

人の動き（令和８年 2 月１日現在）
２月

人 口 16,655 人 (前月比 △13 人 ）

世帯数 7,430 世帯（前月比 3 世帯）

１ 学校教育の改革（ラーケーション導入ほか）

２ 小山町こども誰でも通園制度の開始

３ 小山町公式ホームページ全面リニューアル

４ 駿東地区交通災害共済への加入促進

５ お仕事相談会開催

６ 令和７年度小山町生涯学習推進講演会の開催

７ 須走地区町有診療所のスタッフ募集

８ 小山町未来ノート～大切な人に伝えたいこと～の寄付

令和 8 年２月 2７日（金）

企画総務部 地域振興課

◇次回の定例記者会見は

３月２７日（金）15：30 から 会場は本庁舎 ３０１会議室です。
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小山町定例記者会見

令和８年２月 27 日

魅力ある学校づくり ―学校教育の改革について

（小山町教育委員会学校教育課）

１ 概 要

小中一貫校化に向けた学校間の連携、学習環境の充実、教職員の働き方改革等の

観点から、魅力ある学校づくりの一環として、令和８年度から日課や行事予定、学

びの計画の見直しと整備・最適化、「ラーケーション」の制度の導入等を実施します。

２ 内 容

小山町では、子供たちが安心して学べて、地域も元気になるような「地域ととも

にある学校づくり」を進めています。学校運営協議会をはじめ、部活動のサポート

や登下校の見守りなど、これまで地域の皆さんに支えていただきながら、学校は地

域の拠点として成長してきました。子供たちがのびのびと学び、町全体が暮らしや

すくなり、それがまた学校をよりよいものにするという好循環をつくることが、町

の目指す未来です。

今、小山町の教育は大きな変革のときを迎えています。令和９年度から始まる小

中一貫教育の充実に向けて、小中学校で行事や日課をそろえたり、新しくラーケー

ションを取り入れたりと、これからの時代を生きる子供たちに必要な力を育てるた

めの取組が始まっていきます。小中学校に通う子供たちや子育て世代はもちろん、

全ての町民の皆さんと共に進めていく、新たな取組となります。

（実施内容）

１ 教育活動改革のねらい

・小中一貫教育に向けた学校の連携強化

・子供と教職員のゆとりの創出

・質の高い学びの実現のための土台づくり

２ 主な改革内容の具体

⑴ 年間スケジュールの見直し

・近年の猛暑対策として、夏季休業を８月末まで延長します。

・夏休み期間中に登校日を設定し、終業式等を土曜日に行うことで、授業日

数を確保します。

・年間授業日数は 206 日となり、令和７年度と同じ日数となります。

資料１
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⑵ 日課や学びの計画の統一

・小中一貫教育の充実に向けて、行事の予定や日課を小中学校で統一します。

・子供も教職員も学校間の垣根を越えて協働して活動がしやすくなります。

・朝の昇降口の開錠時間を７時 55 分に全校で統一します。それに伴い登校の

タイミングも変わります。引き続き、地域の皆さんの見守りをお願いしま

す。

⑶ 小学校における特色ある教育活動の展開

・４月はゆったりとした日課を組み、こども園での経験を生かしながら学校

に楽しく慣れる時間を大切にします。

・小学校では、朝運動を実施し、健やかな体作りをサポートします。

・令和９年度からの町営屋内プール完成を見据え、学びの計画を調整してい

きます。

⑷ 中学校おける特色ある教育活動の展開

・火・水・金曜日は５時間授業の後、25 分間の短縮授業を行います。

・３校の中学校の連合生徒会や合同行事など、中学校間の連携を深める活動

を展開します。

⑸ ラーケーションの導入

・ラーケーションとは、「ラーニング(Learning 学び)」と「バケーション

(Vacation 休暇)」を組み合わせた造語です。平日でも、児童生徒が学びを

目的に休みを取得できる制度です。

・近年、共働きの世帯が増加し、休日や夜間に勤務がある方など、保護者の

働き方が多様化しています。それにより、休日に家族の時間を取ることが

難しい家庭も増えてきています。また、これからの時代を生きる子供たち

には、自ら考え、行動する力が求められています。これらを踏まえ、どの

家庭でも子供が保護者と共に、地域や家庭等の校外で行う体験や探究の学

びを自ら考え、計画・実行することができるようにこの制度を導入します。

・「保護者の方と一緒に」「体験や探究の学び」の２点を満たせばラーケーシ

ョンとして認められます。遠くに出かけなくても、近場での活動も可能で

す。

・年度内に３日まで取得可能です。ラーケーションを取得した日は欠席には

なりません。詳細はリーフレットをご参照ください。

【問い合わせ先】学校教育課

電話 0550-76-6122
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小山町定例記者会見

令和８年２月２７日

小山町こども誰でも通園制度の開始について

（小山町 こども未来課）

１ 概要

こどもの良質な成育環境を提供し、すべての子育て家庭に対して多様な働

き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、こども園

などに通っていない家庭のこどもを対象に、こども園において毎月利用可能

枠の中で一定時間預かりを行う「小山町こども誰でも通園制度」を令和８年

度から実施します。

２ 内容

・開始時期

令和８年４月１日から

・対象児童

０歳６ヵ月～満３歳未満の未就園のこども（保育所、認定こども園、地域

型保育事業所、企業主導型保育事業所に通っていないこども）

・利用可能時間

こども１人につき、月１０時間まで

・実施施設

きたごうこども園

・利用料

３００円／時間（各種減免あり）

・利用可能日時

毎週火～金曜日（祝日を除く） ９時～１６時

・利用の手順

３月１６日（月）から受付開始

①認定申請⇒②事前面談⇒③利用予約⇒④利用⇒⑤利用料の支払い

【問い合わせ先】

こども未来課こども未来班

電話 0550-76-6126

資料２
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小山町定例記者会見

令和 8 年 2 月 27 日

小山町公式ホームページ全面リニューアル

（小山町地域振興課）

１ 概要

町の公式ホームページは、前回のリニューアルから約 10 年が経ちました。この間、

スマートフォンの普及など、情報を取り巻く環境が大きく変わっています。

そこで誰にとっても見やすく、使いやすいホームページにするため、デザインや

内容を見直し、全面的にリニューアルします

２ 内容

（１）公開日時

令和８年 ３月１７日（火） １０:００

（２）公式ホームページ

URL：https://www.fuji-oyama.jp

委託事業者：福泉株式会社

委託料：9,813,100 円

（３）リニューアル内容

【利用者側】

・検索コーナー

ライフシーン別メニューやアクセス数の多い情報、分類や課名など、様々

な検索方法で調べることができます。

・オススメ機能

過去の閲覧実績を参考に AI がオススメの情報を表示します。

・スマートフォンの利用に配慮したデザイン

利用者のスマホの画面に合わせページの表示を最適化します。親指操作を

しやすいように画面下部にメニューや検索ボタンなどを表示します。

【職員側】

・LGWAN 接続で更新可能（執務 PC で編集がしやすくなる）

・直感的でわかりやすい編集ページ

・災害時などに活用できるメールでページ自動作成機能

【問い合わせ先】

地域振興課広報広聴班

電話 0550-76-6135

資料３

※画像はイメージです
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小山町定例記者会見

令和８年２月２７日

令和８年度 駿東地区交通災害共済への加入促進について

（小山町 くらし環境課）

１ 概要

駿東地区交通災害共済組合は、令和８年度駿東地区交通災害共済の加入申込を

受付けています。

町は、住民サービス向上と加入促進のため令和８年３月８日（日）に休日窓口

を開設し、加入申込を受付けます。

是非ご加入ください。

２ 内容

駿東地区交通災害共済は、駿東地区（御殿場市・裾野市・小山町・長泉町・清

水町）の皆様が掛金を出し合い、交通事故による人身被害にあわれた方に見舞金

をおくる“住民のための”相互扶助制度です。

小山町に住民登録がある方はどなたでも加入可能で、通院２日目から見舞金が

支給されます。

現在、令和８年度駿東地区交通災害共済の加入申込を受付けています。共済期

間は令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間で、中途加入も可能

です。

加入方法は各世帯へ郵送された申込用紙に必要事項を記入し、掛金を添えて町

指定金融機関、または役場本庁１階会計収納課窓口で手続きをしてください。

また、下記の通り休日窓口を開設します。是非ご利用ください。

日 時 令和８年３月８日（日） 午前９時から正午まで

場 所 役場本庁１階 くらし環境課

持 ち 物 ・令和８年度駿東地区交通災害共済加入申込書（各世帯郵送済）

・掛金

【問い合わせ先】

くらし環境課

電話 0550-76-6130

資料４
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小山町定例記者会見

令和 8 年 2 月 27 日

お仕事相談会開催について

（小山町フロンティア推進課）

１ 概要

お仕事に関するお悩みを持つ方に向けて就職相談員が悩みを聞き個別にア

ドバイスを行う「お仕事相談会」を開催します。

２ 内容

就職先が決まらない、やりたい仕事がわからない、子育てをしながら働き

たいといった就労に関するお悩みについて一人ひとりに専門の就職相談員が

個別相談によってきめ細やかなアドバイスをいたします。

今回の開催日程

日 時：令和 8 年 3 月 4 日（水）

10：00～15：00（お一人様 1 時間程度、予約制）

場 所：小山町役場 別棟 会議室

対 象：小山町在住の就職にお悩みの方

相 談 員：しずおかジョブステーション

そ の 他：詳細につきましてはホームページまたは別添チラシをご覧くだ

さい。

【問い合わせ先】

未来創造部 フロンティア推進課

フロンティア推進班

電話 0550-76-6129

資料５
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10:00～15:00

小山町役場 別棟 会議室
(芹沢薬局の裏)

しずおかジョブステーション（静岡県事業）
お一人様1時間程度の相談となります。

働くことにお悩みの方

お仕事相談会
（年齢は問いません)

就業相談会では、就職相談員が今お悩みのことにつ
いてお聞きした上で、個別にアドバイスさせていた
だきます。
お仕事に関する、お悩み相談、就職活動のアドバイス
など、お気軽にご相談ください。

予約制 相談無料

2026年 ３月 ４日 (水)

日 程 時 間

相 談 員

TEL:055-951-8229受付時間：平日9：00～17：00（担当：西島）

【ご予約・お問い合わせ】

※日程が変更になる場合がございます。予約時にご確認ください。
※雇用保険受給資格者証に受講の捺印をします。

主催 小山町/しずおかジョブステーション

小山町民

【お問い合わせ】
小山町未来創造部
フロンティア推進課フロンティア推進班 TEL:0550-76-6129

会 場
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小山町定例記者会見

令和８年２月 2７日

令和７年度小山町生涯学習推進講演会の開催について

（小山町生涯学習課）

１ 概要

２月８日（日）に大雪により中止となった令和７年度小山町生涯学習推進講演会

を、日程を改めて実施します。

登山家の「野口 健」氏を講師に招き、登山家としての登頂経験や清掃活動、災

害支援など様々な経験で得た生き方、考え方を軸に明日への活力となるような御講

演をいただくことで、小山町における教育力の向上を図ります。

２ 内容

タイトル：あきらめないこと、それが冒険だ

日 時：令和８年３月 22 日(日) 午後２時から午後３時 30 分まで

（開場：午後１時 30 分）

会 場：小山町総合文化会館 菜の花ホール

講 師：登山家「野口 健」氏

入場料：無料（未就学児入場不可）

＊入場整理券は配布しません。

【問い合わせ先】

生涯学習課 生涯学習班

電話 0550-76-5722

資料６
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小山町定例記者会見

令和８年２月２７日

須走地区町有診療所のスタッフ募集について

（小山町健康増進課）

１ 概要

町では、須走地区町有診療所を令和８年６月１日開業に向けて整備を進めていま

す。開業にあたり、スタッフを募集いたします。

※採用者は診療所開設の医師となります。

２ 診療所について

名 称 須走ファミリークリニック

所 在 地 小山町須走２０６

診療科目 内科、整形外科、小児科、皮膚科

診療時間 ９：００～１２：３０ １４：００～１７：３０

休 診 日 水曜、土曜午後、日曜、祝日

３ 募集要項

業務内容等お問い合わせ（メール対応）

subashirifamilyclinic2026@gmail.com

応募先（履歴書送付先）

〒175-0082 東京都板橋区高島平９-３６-４-１０２

株式会社メディカルアシスト

須走ファミリークリニックスタッフ採用係宛て

【問い合わせ先】

健康増進課健康づくり班

電話 0550-76-6668

職種 看護師 受付事務 理学療法士

給与 基本給 27～32 万円

（時間給 1,800 円～）

内視鏡 CL 経験者優遇有

基本給 20 万円～

（時間給 1,150 円～）

基本給 25 万円～

（時間給 1,400 円～）

賞与 あり（医院業績、本人貢献度などを勘案して決定する）

勤務時間 ８：５０～１２：５０ １３：５０～１７：５０

交通費上限 公共交通機関実費負担 ガソリン代支給１５円／ｋｍ

その他福利厚生 制服貸与、有給休暇、社会保険完備、各種昇給制度あり

資料７

10



小山町定例記者会見

令和８年２月２７日

小山町未来ノート～大切な人に伝えたいこと～の寄付について

（小山町長寿介護課）

１ 概要

令和８年１月に（株）サイネックス（大阪府大阪市）から小山町版エンディ

ングノートとして、「未来ノート～大切な人に伝えたいこと～」が 1,940 冊寄付

されました。

２ 内容

未来ノートは、自分のこれまでの人生を振り返ること、これからの人生の指

針を明確にしておくこと、自分にもしものことがあった時に対応すべきこと、

自分にとって大切な人たちに伝えておきたいことを御自身で記入するノートで

す。

小山町社会福祉協議会（小山町権利擁護支援センター事業受託者）、小山町地

域包括支援センター、長寿介護課及び各支所で配布しています。また、小山町

のホームページからＰＤＦファイルでダウンロードできます。

なお、令和２年からお配りしている小山町版エンディングノート「わたしの

道のり～最後まで「私らしく」～」も御希望の方に引き続きお配りしています。

【問い合わせ先】

長寿介護課地域包括ケア推進班

電話 0550-76-6669

資料８
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